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1.請願事項

実教出版の 「高校 日本史 A」 及び 「高校 日本史 B」 の採択については、

教育基本法、学習指導要領及び神奈川県教育委員会の教育方針に照 らし慎

重に行なっていただきたい。

2.請願の理由

(1)実教出版の 「高校 日本史 A」 には 「日本の侵略加害の事実を記述する

塾型達遂」睦選当型二塑墜豊畳生墾左2△生が執筆した教科書が現れたこ
となどに対して、アジア諸 からも強い批判がおこった | と、暗に自由

社及び育鵬社の歴史教科書を批判するかのような記述があります。これ
に対し、自由社及び育鵬社の歴史教科書を採択している横浜市では、平
成 24年度の採択において、実教出版の教科書は中学校と高校の継続性
に問題があり、生徒に嫌な思いをさせる恐れがあるとして審議会で検討
の結果、別の教科書が答申され採択されました。

(2)神奈川県では、県立平塚中等教育学校及び横浜市・藤沢市の中学校が

育鵬社の歴史教科書を採択しており、育鵬社の教科書で学ぶ生徒は約 3

万 1千人、公立中学校の生徒の約43%にのばります。横浜市・藤沢市
の生徒の多くも県立高校に進学すると思われますので、県立高校で実教
出版の教科書が使用されることになれば、生徒は中学校で間違ったこと

を教えられたのではないかという疑念や強い違和感を抱くことが懸念
されます。また、これは歴史事象の記述とはいいながら他社批判ともな

りかねず、公正な教科書採択を求める文部科学省の「教科書の採択に関

する宣伝行為等について」の通知や(ネ螢教科書協会の「教科書宣伝行動基

準」の趣旨に反する恐れもあります。

(3)実教出版の「高校日本史A」 及び「高校日本史B」 には「国旗 。国歌
ご 詢・ 升 バ 什 が ア ジ ア }r赫十 ス 偉 略 圏濯署て司士ヤ lル,生:か め つ て み十 日 の

役割 ととマゝ )ア
ヤヽ一 ・ 良心の 自由、とりわけ内心の 自由をどう保障す る

かが議論となっ 政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉
唱な どを強制す るものではないことを国会審議で 明 らかにした。 しかし

一部の自治体で公務員への強制の動きがある | との記述があります。東



京都教育委員会は、学習指導要領に基づき入学式、卒業式等においては、
国旗を掲揚し国歌を斉唱するように児童・生徒を指導することが教職員
の責務であり、国歌斉唱時には教職員は起立斉唱するものとする都教委
の考え方と異なり、実教出版の教科書の使用は不適切とする見解をまと
め都立高校に通知しました。

四神奈川県では、平成 17年に教職員らが神奈川県を相手取り「国旗国
歌に対する忠誠義務不存在確認請求」訴訟を起こしました。教職員には
入学式や卒業式で国歌斉唱時に、国旗に向かって起立し、国歌を唱和す
る義務がないことの確認を求める訴訟ですが、平成 23年に最高裁で教
職員側の敗訴が確定しました。

また、平成 18年には、県教委が国歌斉唱時に起立しない教職員の氏

名を学校から報告させることについて、一部の教職員が思想・信条に関
する情報の取り扱いを禁じる個人情報保護条例に違反するとして個人
情報保護審査会に異議申し立てを行いました。その後、審査会及び審議
会が氏名収集は不適当とする答申を出しましたが、県教委は氏名収集は
思想信条に関する個人情報ではなく指導に必要な服務情報であるとし
て答申に反し氏名収集を継続してきました。その後、訴訟に発展しまし
たが、本年 5月 に氏名収集は適法とする最高裁判決が下され、県教委の

方針の正当性が明確になりました。
この間、最高裁により国歌斉唱時の起立斉唱命令や伴奏命令を合憲と

する判決が複数回出され、学習指導要領に基づく指導や命令は適法であ
ることが法的にも完全に確定しました。県教委は毎年、国歌斉唱時に教
職員が起立することや指示に従わない場合などは服務上の責任を問い

厳正に対処することなどを明記した「入学式及び卒業式における国旗の

掲揚及び国歌の斉唱の指導の徹底について」の通知を出して徹底を図っ
ています。しかし、実教出版の教科書の記述は、こうした県教委の方針
が強制であり違法であるかのような誤解を与え、長年にわたる県教委の

粘 り強い指導に水を差すもので、生徒が県教委の方針に疑念を抱くよう
になる恐れさえあります。

(5)以上のように、実教出版の教科書には、教育基本法、学習指導要領及
び県教委の教育方針に照らして好ましくないと思われる記述がありま

すので、採択にあたっては、教科書調査委員会及び教育委員会において

慎重な検討を行っていただきますように請願いたします。
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